
４０歳・５０歳・６０歳・７０歳の廿日市市民のみなさまへ
（令和５年４月１日時点で満４０・５０・６０・７０歳の方）

４０歳
昭和５７年（１９８２）４月２日 ～

昭和５８年（１９８３）４月１日

５０歳
昭和４７年（１９７２）４月２日 ～

昭和４８年（１９７３）４月１日

６０歳
昭和３７年（１９６２）４月２日 ～

昭和３８年（１９６３）４月１日

７０歳
昭和２７年（１９５２）４月２日 ～

昭和２８年（１９５３）４月１日

廿日市市民で、下記の年齢に該当する人

実施期間：令和5年 6月1日（木）～

令和6年3月３１日（日）

１，０００円

※市民税非課税世帯・生活保護世帯に該当する方は、事前に受診券と

本人確認書類を持って健康福祉総務課・各支所の窓口で申請すると

自己負担額が無料になります。

対 象 者

問合せ先：廿日市市健康福祉総務課 (０８２９-２０-１６１０

自己負担額

対象者には、受診券を

令和５年５月末頃に

送付しています

歯周病は、歯肉炎と歯周炎の総称で、進

行すると歯ぐきなどの歯周組織が破壊

され、歯が揺れて噛めなくなり、最後に

は歯が抜け落ちてしまいます。

気付いたときには、重度化していたとい

うことも少なくありません。

予防のためにも定期的にチェックを

することが大切です！

問診

口腔内検査

※歯石の除去や治療は対象外です

健診内容


